
 

第５０号議案 

 

 

   府中市介護保険条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

平成３０年 ６ 月 ８ 日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改正に伴うほか、所要の改正を

行うものであります。 
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   府中市介護保険条例等の一部を改正する条例 

 

 （府中市介護保険条例の一部改正） 

第１条 府中市介護保険条例（平成１２年３月府中市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１０条の３中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している者

（法第８条第２３項に規定する複合型サービス（施行規則第１７条の１２に規

定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請を行う場合に限

る。）」を加える。 

  第１０条の４中「法」の次に「第７８条の２の２第１項第１号及び」を加え、

「同条第２項」を「法第７８条の２の２第１項第２号及び第７８条の４第２項」

に改める。 

  第１２条第１項第６号ア中「第３８条第４項」を「第２２条の２第２項」に

改める。 

 （府中市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 府中市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３０年３月府中市条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  付則第２項及び第３項を次のように改める。 

 ２ 平成２６年度までに主任介護支援専門員研修（介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第１４０条の６８第１

項第１号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。）を修了した

者（以下「平成２６年度以前修了者」という。）については、平成３１年３月

３１日（平成２４年度から平成２６年度までに主任介護支援専門員研修を修

了した者にあっては、平成３２年３月３１日）までの間は、第１条の規定（前

項第１号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の府中市介護保険条例（以

下「新条例」という。）第１０条の９第１号ウに規定する日までの間に主任介

護支援専門員更新研修（施行規則第１４０条の６８第１項第２号に規定する

主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。）を修了しているものとみな

す。 
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 ３ 前項の規定により新条例第１０条の９第１号ウに規定する日までの間に主

任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなされた者に係る最初の

主任介護支援専門員更新研修（同号ウの規定により、同号ウに規定する日ま

での間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下

同じ。）以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号ウに規定する修

了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中府中市介護保険条例第

１２条第１項第６号アの改正規定は、平成３０年８月１日から施行する。 

 


